
むつ市の地域密着型サービス等事業者指定事務の流れ

【むつ市民が他市町村の地域密着型サービスを利用する場合（同意を求める場合）】

利用者 事業者 他市町村 むつ市

（むつ市の被保険者）
（他市町村に所在する事

業所の事業者）
（事業所所在市町村）

市外の地域密着
サービス事業所の

利用を希望

↓ ↓

了承
内諾

同意依頼
（様式第３号）

申立書
（様式第２号又は任意

様式）送付

受け入れについて
検討

受入れ・利用の
可否確認利用について

検討

サービス利用・提供開始

・青森県へ事業者
　情報データ送信
※県から国保連へ
　情報データ送信

↓

・同意書受理
・事業者へ同意に
つ
  いての連絡指定申請書提出

↓
・指定申請書受理
・指定申請書審査

↓

・指定決定
・告示
・通知
・介護台帳登録

指定決定通知受理

地域密着型
サービス

運営委員会へ報告

地域密着型
サービス

運営委員会へ報告

申立書送付指示

審査
（要綱の規定等）

↓ →
→
→

青森県へ
届出

市へ同意書交付


